
徳 備 第 4 0 号

令 和 ７ 年 ３ 月 1 7 日

各 部 課 長 ５年
殿 保存期間

（令和12年３月３１日まで）各 警 察 署 長

（回議先 全課長）

徳 島 県 警 察 本 部 長

周辺海域において油等汚染事件が発生した場合における迅速かつ的確な警

察措置の実施等について（通達甲）

日本の周辺海域において、油、有害液体物質、危険物その他の物質による汚染

事件（以下「油等汚染事件」という ）が発生した場合に県警察がとるべき措置。

等については、周辺海域において油等汚染事件が発生した場合における迅速かつ

（ 。 「 」的確な警察措置の実施等について 令和２年３月30日徳備第76号 以下 旧通達

。） 、 、 、という により示しているところであるが この度 警察庁から別添のとおり

周辺海域において油等汚染事件が発生した場合における迅速かつ的確な警察措置

（ 。 「 」の実施等について 令和７年２月18日警察庁丁備三発第27号 以下 警察庁通達

という ）が示達されたことから、県警察においては、警察庁通達に基づき油等。

汚染事件が発生した場合の措置等を実施することとしたので、適切に対応された

い。

なお、旧通達は、廃止する。

記

１ 警察庁通達の概要

油等汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画（平成18年12月

８日閣議決定）の内容を踏まえ、油等汚染事件が発生した際に警察がとるべき

措置等について示達されたものである。

２ 速報

警察庁通達２の(7)に規定する報告連絡は、警備部警備課において対応する

こととするので、署において油等汚染事件を認知した際には、警備部警備課へ

速報すること。



  

 継続  

  

 原議保存期間 ５年（令和12年３月31日まで）  

有 効 期 間 一種（令和12年３月31日まで）

各管区警察局広域調整担当部長　　
              

警 察 庁 丁 備 三 発 第 2 7 号
 

警 視 庁 警 備 部 長　殿　        　　令 和 ７ 年 ２ 月 1 8 日 

各 道 府 県 警 察 本 部 長    　　　　　　　警察庁警備局警備運用部警備第三課長 

 

　　　周辺海域において油等汚染事件が発生した場合における迅速かつ的確な警察措置の

　　　実施等について（通達） 

　日本の周辺海域において、油、有害液体物質、危険物その他の物質による汚染事件（以

下「油等汚染事件」という。）が発生した場合、「油等汚染事件への準備及び対応のため

の国家的な緊急時計画」（平成18年12月８日付け閣議決定）に基づき、国民の生命、身体

及び財産の保護等のため、関係行政機関、地方公共団体等が迅速かつ的確に対応すること

 とされている。

　油等汚染事件が発生した場合に都道府県警察が講じるべき措置等は下記のとおりである

 ので、引き続き、事務処理上遺憾のないようにされたい。

　なお、「周辺海域において油等汚染事件が発生した場合における迅速かつ的確な警察措

 置の実施等について」（令和元年12月24日付け警察庁丁備発第176号）は廃止する。

 記

 １　油等汚染事件の発生に備えた平時の措置

  (1)　関係機関との連絡体制の確立

平素から海上保安庁及び消防を始めとする関係機関、地方公共団体等と緊密な連絡

 体制を確立し、相互の協力体制の整備を図ること。

 (2)　情報収集・連絡体制の整備

油等汚染事件の発生時における情報収集を迅速かつ的確に行うことができるように

 するため、情報収集・連絡体制を整備すること。

 (3)　装備資機材の点検・整備

管轄区域内において油等汚染事件が発生した場合に活用可能な装備資機材について、

 平素から点検・整備に努めること。

 (4)　訓練への参画

海上保安庁及び消防を始めとする関係機関、地方公共団体等との連携を強化するた

 め、油等汚染事件を想定した訓練への参画に努めること。

 ２　油等汚染事件の発生時の措置

別添



 (1)  対応体制の確立

 情報収集、関係機関との調整等を実施するための対応体制を早期に確立すること。

  (2)  情報収集

警察用航空機、警察用船舶等を活用し、直ちに被害状況等について情報収集を行う

 こと。また、関連する通報内容の集約・整理を行うこと。

なお､情報収集に当たっては、火災・爆発、ガス中毒等の二次災害の可能性も踏まえ、

 汚染の原因物質の種類及び性状、拡散状況等の把握に努めること。

 (3)　捜索・救助

多数の遭難者、行方不明者、死傷者等が生じていると認められる場合には、油等汚

染事件の発生地点等に応じ、関係機関と連携しつつ、警察用航空機、警察用船舶等を

 活用して迅速な捜索・救助を実施すること。

 (4)　避難誘導等

沿岸域で大規模な油等汚染事件が発生した場合等において、地域住民等の避難が行

われることとなるときは、関係機関と緊密に連携し、必要に応じ、地域住民等の避難

 誘導その他所要の警察措置を実施すること。

なお、汚染の原因物質として引火性や毒性を有するものが排出された可能性がある

場合には、火災・爆発、ガス中毒等の二次災害を防止するため、火気の使用制限の指

 示・広報等の危険防止のための所要の措置を講じること。

 (5)　警戒監視活動

関係機関と連携し、警察用航空機、警察用船舶等を活用した情報収集や沿岸におけ

る警ら活動を通じ、油等汚染事件に伴う漂着物の状況を把握するなど、必要な警戒監

 視を行うこと。

 (6)　応急対策

関係行政機関等から要請があった場合等においては、必要に応じ、危険防止の観点

 から、油等汚染事件に伴う排出物質の防除の実施に関し、所要の協力を行うこと。

この際、油等汚染事件に伴う排出物質の直近で活動することとなる警察職員には、

排出物質の特性に応じた保護具を着装させるなど、警察職員の安全確保を徹底するこ

 と。

 (7)　報告連絡

油等汚染事件又はそのおそれのある事案を認知した場合、警察庁警備局警備運用部

 警備第三課及び関係管区警察局に必要な報告連絡を直ちに行うこと。

 【継続措置状況】

 初回発出日：平成19年11月５日



 （有効期間：平成30年12月31日）

継続措置日：平成30年12月25日 

（有効期間：平成31年12月24日）

　継続措置日：令和元年12月24日 

（有効期間：令和７年３月31日）

 



 

 

 

油等汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画

について 

 

 

平成１８年１２月８日 

閣 議 決 定 
 

平成２５年１０月１日 一部改正 

令和３年５月２５日 一部改正 

 

１９９０年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する

国際条約（平成７年条約第２０号）第６条及び２０００年の危険

物質及び有害物質による汚染事件に係る準備、対応及び協力に関

する議定書第４条の規定に基づき、油等汚染事件への準備及び対

応のための国家的な緊急時計画を別紙のとおり定める。 

これに伴い、油汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊

急時計画（平成９年１２月１９日閣議決定）は、廃止する。 

  



（別紙） 

 

油等汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画 

 

第１章 序説 

 

第１節 計画の目的 

四面を海に囲まれた我が国は、海洋を取り巻く多様な自然環境

に恵まれるとともに、そこに存在する豊かな漁場等から多くの恩

恵を受けるなど、海洋環境との密接な関係の中で国民生活が営ま

れている。このようなことから、我が国周辺海域において、万一、

油、有害液体物質、危険物その他の物質（以下「油等」という。）

による汚染事件（放射性物質による汚染事件については、原子力

災害対策特別措置法等により国家的な体制が確立されていること

から、本計画の対象としない。以下「油等汚染事件」という。）

が発生した際には、その初期の段階から迅速かつ効果的な措置を

講ずることが、海洋環境の保全並びに国民の生命、身体及び財産

の保護の観点から必要不可欠である。また、我が国が世界有数の

海運国でありエネルギー輸入国であることを考慮すると、我が国

がこのような準備及び対応の体制を整備しておくことは極めて重

要である。この場合、国、地方公共団体を始め、石油業界、海運

業界、鉱山業界、化学業界、漁業関係者その他の官民の関係者が

一体となって取り組むことが重要である。 

このような考え方を踏まえ、この計画は、「1990 年の油による

汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約」第６条(１) 

(ｂ)及び「2000 年の危険物質及び有害物質による汚染事件に係る

準備、対応及び協力に関する議定書」第４条(１)(ｂ)に規定する

「準備及び対応のための国家的な緊急時計画」として、油等によ



る汚染に係る準備及び対応に関する我が国の体制を体系的に取り

まとめたものであって、国際約束の的確な実施を確保するととも

に、海洋環境の保全並びに国民の生命、身体及び財産の保護のた

め油等汚染事件に我が国が迅速かつ効果的に対応することを目的

として策定するものである。 

 

第２節 他の計画との関係 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「災

対法」という。）に基づく防災基本計画、防災業務計画及び地域

防災計画、環境基本法（平成５年法律第 91 号）に基づく環境基本

計画、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和 45 年法

律第 136 号。以下「海防法」という。）に基づく排出油等防除計

画、石油コンビナート等災害防止法（昭和 50 年法律第 84 号。以下

「石災法」という。）に基づく石油コンビナート等防災計画並び

に緊急事態に対する政府の初動対処体制について（平成 15 年 11 月

21 日閣議決定）と調和を保ったものであり、これらと相まって油

等汚染事件に迅速かつ的確に対応できるよう策定するものであ

る。 

 

第２章 油等汚染事件に対する準備に関する基本的事項 

 

第１節 油等汚染事件に関する情報の総合的な整備 

油等汚染事件への対応を総合的かつ効果的に実施するため、関

係行政機関は、内外の関係情報を収集・整理し、適宜最新のもの

として維持するとともに、関係行政機関で構成する「油等汚染事

件に対する準備及び対応に関する関係省庁連絡会議（以下「関係

省庁連絡会議」という。）等の場を通じて相互に交換する。 

海上保安庁は、それぞれの関係行政機関が把握している国内の



各種分野の専門家及び排出された油等（以下「排出油等」という。）

の防除資機材に関する情報を、関係行政機関等の協力を得て一元

化するとともに、油等汚染事件への準備及び対応に関する活動に

活用しようとする関係行政機関、地方公共団体等の要請に応じて

提供し得る体制の確立に努める。 

また、関係行政機関は、油等汚染事件による環境への影響を迅

速に把握・評価し、また、油等汚染事件に対応する措置を的確に

講じ、被害の発生を最小限とするために参考とすべき、各海域ご

との自然的・社会的・経済的諸情報（水質、底質、漁場、養殖場、

工業用水等の取水口、海水浴場、さんご礁、藻場、干潟、鳥類の

渡来・繁殖地、史跡等に関する情報）を収集・整理し、適宜最新

のものとして維持する。さらに、収集・整理した情報は、それぞ

れの行政に反映できるよう共有化するとともに、情報図として整 

備する等その内容を充実し、関係行政機関、地方公共団体等にお

いて有効に活用できる体制の確立に努める。 

さらに、地方公共団体が地域の実情に応じて行う油等汚染事件

への準備及び対応に関する活動の促進を図るため、関係行政機関

は、地方公共団体の要請に応じて適切に関係情報を提供するよう

努める。 

 

第２節 対応体制の整備 

関係行政機関、地方公共団体等は、油等汚染事件への対応につ

いて必要な対策を適切に実施するため、それぞれの機関の対応体

制及び機関相互の協力体制の整備を図る。この場合、関係行政機

関は、関係省庁連絡会議の場等を通じ、油等汚染事件に対する協

力体制について必要な調整を行う。 

海上保安庁は、油等汚染事件への対応を迅速かつ的確に実施す

るため、海防法に基づき排出油等防除計画を作成するとともに、



海上における特殊な災害に対応する特殊救難隊及び機動防除隊の

育成強化を図り、船艇・航空機による 24 時間の出動体制を確保す

る。また、海防法第 42 条の 13 第１項に規定する指定海上防災機関

（以下「指定海上防災機関」という。）における防除措置の実施

に関する対応能力の一層の確保に努める。 

また、海防法に基づき、管区海上保安本部長、タンカーの船舶

所有者等は、官民合同の組織として排出油等の防除に関する訓練

の実施、重要事項の協議等を行う排出油等の防除に関する協議会

を、関係地方行政機関、地方公共団体等と連携し、必要に応じて

組織し、対象海域の広域化、それぞれの機関の防除の実施に関す

る役割分担の明確化等に努める。 

水産庁及び環境省等は、油等汚染事件発生時における環境影響

調査、野生生物の保護、漁場等の保全等の対応措置が迅速かつ的

確に行われるよう、各行政分野における体制の整備に努めるとと

もに、地方公共団体、関係団体等との連携協力体制の一層の確保

に努める。 

 

第３節 通報・連絡体制の整備 

船舶の船長、施設（陸地にあるものを含む。）の管理者等は、

当該船舶又は施設から海洋への大量の油等の排出があった場合及

び排出のおそれのある場合には、海防法に基づき、電話、電信そ

の他のなるべく早く到達するような手段により、直ちに最寄りの

海上保安部署等に通報する。 

また、石油コンビナートの事業を統括管理する者は、当該石油

コンビナート等における石油の漏洩その他の異常な現象が発生し

た場合には、石災法に基づき直ちに消防署等に通報する。 

さらに、鉱業権者は、自らが管理する鉱山施設等において大量

の油等の海洋への排出があった場合及びそのおそれがある場合に



は、鉱山保安法（昭和 24 年法律第 70 号）に基づき直ちに産業保安

監督部等に通報する。 

海面に大量の油等が広がっていることを発見した者その他海上

における異常な現象を発見した者においても同様に直ちに最寄り

の海上保安部署等に通報する。 

海上保安部署等、消防署、警察署等においては、24 時間の情報

収集体制を確保する。 

関係行政機関、地方公共団体等は、内部の若しくは相互の連絡

体制が確保されるよう、又は関係団体等との連携協力の下に必要

な対策が適切に実施されるよう、それぞれの機関内部及び機関相

互間における夜間、休日の場合等を含めた連絡体制の整備を図る

とともに、防災行政無線の活用等により通信手段の確保を図るよ

う努める。 

 

第４節 関係資機材等の整備 

船舶所有者等は、海防法に基づき、排出油等の防除措置を実施

するため必要な資機材等を備え付けるとともに、当該資機材等を

適切に使用することができるよう、その備付け場所、管理、設備

等に関し、必要な措置を講じておくものとする。また、指定海上

防災機関は、同法に基づき、海上保安庁長官の指示若しくは船舶

所有者等の委託により防除措置を実施するため、又は船舶所有者

等の利用に供するために必要な資機材等を保有する。 

また、鉱業権者は、鉱山保安法に基づき、排出油等の防除措置

を実施するために必要な資機材を備える。 

石油コンビナートの事業を統括管理する者は、当該石油コンビ

ナート等における石油の漏洩に備え、石災法に基づく資機材を備

え付ける。 

港湾管理者は、港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）に基づき、港



湾区域内に流出した油等の防除に必要な資機材を備える。 

海上保安庁は、油等汚染事件への対応を迅速かつ的確に実施す

るため、船艇、航空機、情報通信施設、排出油等の防除資機材等

の整備を推進する。 

経済産業省は、関係者の利用に供するため、石油事業者団体等

が行う排出油等の防除資機材の整備事業及び当該事業の普及・啓

蒙を推進する。 

水産庁は、油等汚染事件による漁場等の汚染の防止又は軽減を

図るための資機材の整備を推進する。 

環境省は、野生生物の保護を行うに当たって必要な資機材が適

切に整備されるよう措置する。 

関係行政機関は、各行政分野において、油等汚染事件への対応

のため必要な資機材の整備に努める。 

地方公共団体は、必要に応じ、油等汚染事件への対応のため必

要な排出油等の防除資機材等の整備に努める。 

また、必要な排出油等の防除資機材が、現場に迅速に配置され、

活用できるよう日頃から官民の連携の確保に努める。 

 

第５節 訓練等 

関係行政機関、地方公共団体等は、油等汚染事件への対応を迅

速かつ的確に実施するため、事件の形態・規模、気象・海象、油

等の性状等様々な条件設定の下でのシミュレーション訓練手法を

導入するなど工夫した関係機関相互の有機的連携に重点を置いた

総合的かつ実践的な訓練を、排出油等の防除に関する協議会等を

活用して行う。訓練後には、その評価を行い、課題等を明らかに

し、必要に応じ、それぞれの機関の対応体制等の改善を行う。 

関係行政機関、地方公共団体等は、油等汚染事件への対応を迅

速かつ的確に実施するため、指定海上防災機関の海上防災のため



の措置に関する訓練事業を活用するなどして、人材の育成に努め

る。 

環境省は、野生生物の保護等を実施する上で必要な知識及び技

術の修得に関する地方公共団体、関係団体等に対する研修等を行

う。 

また、指定海上防災機関は、海防法に基づき、より的確な防除

技術を普及するため、海上防災のための措置に関する訓練事業を

行うとともに、自らの防災措置に関する技術の向上に努める。 

これらの訓練等の実施に当たっては、海洋環境の保全並びに国

民の生命、身体及び財産の保護の観点から適切に実施されるよう

配慮するものとする。 

関係行政機関は、関係者に対し講習会、訪船指導等を通じ、油

等汚染事件発生の防止及び当該事件発生の際の対応に関する指導

を行い、これを通じて海洋環境の保全に係る思想及び技術の普及・

啓蒙を図る。 

民間事業者は、油等汚染事件発生の際に迅速かつ的確に対応で

きるよう、積極的に訓練等を行うとともに、人材の育成に努める。 

 

第６節 近隣諸国等との協力体制 

外務省は、国土交通省及び海上保安庁と協力しつつ、近隣諸国

等との油等汚染事件発生時の連絡体制の強化や要請に応じた資機

材の提供等、海洋汚染に関する協力体制の一層の強化に努める。 

 

第３章 油等汚染事件に対する対応に関する基本的事項 

 

第１節 保護対象についての基本的な考え方 

油等汚染事件に対しては、海洋環境の保全の観点並びに国民の

生命、身体及び財産の保護の観点の両面に配慮して適切な対応方



策を講ずるものとする。この場合、第２章第１節の各海域ごとの

情報等も踏まえて、被害の発生が最小限となるように措置を講ず

るものとする。 

 

第２節 対応体制の確立 

油等汚染事件が発生した場合、関係行政機関、地方公共団体等

は、油等汚染事件への対応について必要な対策を適切に実施する

ため、それぞれの機関の対応体制及び機関相互の協力体制の確立

に努める。 

海上保安庁長官、管区海上保安本部長又は都道府県知事は、自

衛隊の派遣要請の必要性を油等汚染事件の規模及び収集した被害

情報から判断し、必要な場合には、自衛隊法（昭和 29 年法律第 165

号）の災害派遣の規定に基づき、直ちに要請するものとする。 

また、事態の推移に応じ、要請しないと決定した場合は、直ちに

その旨を連絡するものとする。 

自衛隊は、当該要請を受けたときは、要請の内容及び自ら収集

した情報に基づいて部隊等の派遣の必要の有無を判断し、部隊等

を派遣する等適切な措置を行う。 

関係行政機関は、大規模な油等汚染事件が発生した場合には、

事件及び被害の第一次情報についての確認及び共有化、応急対策

の調整等を行うため、必要に応じて、関係省庁連絡会議を開催す

る。 

内閣危機管理監は、大規模な油等汚染事件が発生した場合又は

そのおそれがある場合であって、情報の集約、内閣総理大臣等へ

の報告、関係省庁との連絡調整を集中的に行う必要がある場合は、

事態に応じ、緊急参集チームを官邸危機管理センターに緊急参集

させ、政府としての初動措置に関する情報の集約等を行うととも

に、官邸危機管理センターに官邸対策室を設置する。 



国は、油等汚染事件が発生した場合において、収集された情報

により、事件の規模、被害の広域性等から、応急対策の調整等を

強力に推進するために特に必要があるときは、内閣総理大臣に報

告の上、海上保安庁長官を本部長とする警戒本部を設置する。こ

の場合、警戒本部及びその事務局の設置場所は、原則海上保安庁

内とする。また、警戒本部が設置された場合は、現地の状況を把

握し、応急対策の迅速かつ的確な実施に資するため、現地に管区

海上保安本部長を本部長とする連絡調整本部を設置する。この場

合、連絡調整本部及びその事務局の設置場所は、原則管区海上保

安本部内とする。 

国は、収集された情報により非常災害に至らない大規模な災害

が発生していると認められたときは、直ちに原則国土交通大臣（石

災法に基づく石油コンビナート等特別防災区域（以下「石油コン

ビナート等特別防災区域」という。）からの油等汚染事件について

は総務大臣）を本部長とする災対法に基づく特定災害対策本部を

設置する。特定災害対策本部の設置方針が決定されたときは、内

閣府は、速やかに所要の手続きを行い、特定災害対策本部の設置

等を行う。この場合、特定災害対策本部及びその事務局の設置場

所は、原則国土交通省内（石油コンビナート等特別防災区域から

の油等汚染事件については消防庁内）とする。また、特定災害対

策本部は、関係地方行政機関、関係地方公共団体等のそれぞれの

機関が実施する応急対策の総合調整に関する事務のうち、現地に

おいて機動的かつ迅速に処理する必要があるときは、原則国土交

通副大臣又は国土交通大臣政務官（石油コンビナート等特別防災

区域からの油等汚染事件については総務副大臣又は総務大臣政務

官）を本部長とする特定災害現地対策本部を設置する。 

国は、収集された情報により非常災害が発生していると認めら

れたときは、直ちに内閣総理大臣を本部長とする災対法に基づく



非常災害対策本部を設置する。非常災害対策本部の設置方針が決

定されたときは、内閣府は、速やかに所要の手続きを行い、非常

災害対策本部の設置等を行う。この場合、非常災害対策本部の設

置場所は、原則官邸内とし、その事務局の設置場所は、原則官邸

及び国土交通省内（石油コンビナート等特別防災区域からの油等

汚染事件については消防庁内）とする。また、非常災害対策本部

は、関係地方行政機関、関係地方公共団体等のそれぞれの機関が

実施する応急対策の総合調整に関する事務のうち、現地において

機動的かつ迅速に処理する必要があるときは、原則国土交通副大

臣又は国土交通大臣政務官（石油コンビナート等特別防災区域か

らの油等汚染事件については総務副大臣又は総務大臣政務官）を

本部長とする非常災害現地対策本部を設置する。 

国は、大規模な災害が発生するおそれがある場合においても同

様に、特定災害対策本部又は非常災害対策本部を設置する。 

なお、警戒本部、特定災害対策本部又は非常災害対策本部（以

下「非常災害対策本部等」という。）は、官邸対策室と緊密に連携

を図るものとする。 

関係行政機関又は特定災害対策本部若しくは非常災害対策本部

は、現地の状況を把握し、迅速かつ的確な対策の実施等に資する

よう、必要に応じ、調査団を現地に派遣する。 

地方公共団体は、必要に応じ、災対法に基づく災害対策本部等

を、又は石災法に基づく石油コンビナート等防災本部の現地防災

本部を設置する。 

関係行政機関、地方公共団体等は、これら本部が設置された場

合には、職員を派遣するなどして、これら本部との間における情

報の交換を促進し、油等汚染事件への的確な対応体制を確保する。 

国と地方公共団体等との情報の交換には、連絡調整本部、特定

災害現地対策本部又は非常災害現地対策本部を活用する。 



 

第３節 油等汚染事件に関する情報の連絡 

油等汚染事件の発生又は発生するおそれについて連絡を受けた

海上保安庁その他の関係行政機関、地方公共団体等は、必要に応

じ、あらかじめ定められた連絡網に従い、官邸、他の関係行政機

関、地方公共団体等に、入手した情報、対応に必要な情報を提供

する。 

関係行政機関、地方公共団体等は、被害情報、対策実施情報等

を、官邸対策室又は非常災害対策本部等（設置された場合に限る。

以下同じ。）に連絡（地方公共団体等は、関係行政機関又は連絡調

整本部、特定災害現地対策本部若しくは非常災害現地対策本部を

介して連絡）し、当該連絡を受けた官邸対策室又は非常災害対策

本部等は、必要に応じ、内閣総理大臣に報告するとともに、関係

機関に連絡する。 

関係行政機関、地方公共団体等は、当該油等汚染事件に対し迅

速かつ適切に対応する観点から、事件の収束に至るまで、必要に

応じ、相互に緊密な情報の交換を行う。 

 

第４節 油等汚染事件の評価 

海上保安庁は、油等汚染事件発生の情報を入手したときは、更

に詳細な情報を得るように努め、船艇、航空機を油等汚染事件発

生場所に急行させるほか、必要に応じ、派遣された自衛隊機等の

協力を得て、当該事件の調査を行う。事件の調査結果に基づき、

その規模及び態様を分析し、第２章第１節の情報を踏まえ、気象・

海象の状況、船舶交通の状況等を考慮して、当該事件の影響を評

価し、対策の実施に資するよう、これを官邸、関係行政機関、地

方公共団体等に提供する。 

また、水産庁及び環境省は、海上保安庁その他の関係行政機関、



地方公共団体等からの情報に基づき、当該油等汚染事件が野生生

物及び漁業資源に及ぼす影響の評価を行い、これを、野生生物の

保護、漁場等の保全等の対策の決定に反映させるとともに、その

他の対策の実施に資するよう、速やかに官邸、関係行政機関、地

方公共団体等に提供する。 

 

第５節 油等防除対策の実施 

１ 油等汚染事件が発生した場合、海防法に基づき応急措置を講

ずべき船長等及び防除措置を講ずべき船舶所有者等の関係者に

よる措置が実施されることになるが、海上保安庁はこれらの措

置義務者の措置の実施状況等を総合的に把握し、措置義務者に

対する指導、援助・協力者に対する指導を行う。防除措置義務

者が措置を講じていないと認められる場合は、海上保安庁はこ

れらの者に対し、防除措置を命ずる。 

緊急に防除措置を講ずる必要がある場合、海上保安庁は、自ら

防除措置を実施し、又は指定海上防災機関に対して防除措置を

講ずべきことを指示する。 

２ 油等汚染事件が発生した場合の排出油等の防除には、例えば、

次のような措置があるが、排出油等の種類及び性状、排出油等

の拡散状況、気象・海象の状況その他の種々の条件によってそ

の手法が異なるので、防除作業を行うに当たっては、まず、排

出油等の拡散、性状の変化及び化学変化の状況について確実な

把握に努め、第４節の評価の結果を踏まえて、状況に応じた適

切な防除方針を速やかに決定するとともに、関係行政機関、地

方公共団体等が協力して、初動段階において有効な防除勢力の

先制集中を図り、もって迅速かつ効果的に排出油等の拡散の防

止、回収、処理等を実施する。この場合において、海上保安庁

その他の関係行政機関等は、他の関係行政機関、地方公共団体



等に対し、防除措置の実施に必要な資機材の確保・運搬及び防

除措置の実施について協力要請できるものとし、当該要請を受

けた関係行政機関、地方公共団体等は、当該協力の必要の有無

等を判断し、必要な協力を行う。 

自衛隊は、防除措置の実施に必要な資機材の輸送について、

関係行政機関又は地方公共団体から依頼があった場合、輸送の

必要の有無等を判断し、航空機、艦船等の輸送手段を使用して

必要な支援を行う。 

(１)  排出防止措置 

引き続く油等の排出を防止するためにガス抜きパイプの

閉鎖、船体の傾斜調整等による措置を行うほか、破損タ

ンク内の油等を他船又は他の施設へ移送するいわゆる瀬

取りを行う。 

(２)  拡散防止措置 

排出油等は、風や潮流の影響を受けて、通常急速に拡散

し、海洋汚染の範囲が拡大するものもあるため、油等汚染

事件が発生した場合には、必要に応じ、直ちに排出源付近

の海域にオイルフェンスを展張して排出油等を包囲し、拡

散を局限する。 

また、揮発性を有する油等の防除に当たっては、排出油

等の性状等に応じ、周囲の状況等を勘案して薬剤等の使用

により蒸発ガスの発生を抑制する措置を講ずるものとす

る。 

(３)  回収措置 

排出油等の回収方法としては、回収船、回収装置等を使

用して回収する機械的回収、吸着材、ゲル化剤等の資機材

を使用して回収する物理的回収、その他ひしゃく、バケツ

等を使用して回収する応急的・補助的な回収があり、状況



に応じてこれらの回収方法のうち最も効果的な方法を用

いるものとする。 

(４)  分散処理等 

放水装置による放水若しくは船舶の航走により油等を撹

拌し、又は処理剤等を使用して油等の分散を促し、大気若

しくは海中へ分散させ、生物・自然分解を促進させる処理

がある。これは、回収措置の実施、気象・海象、周囲の自

然環境、漁場又は養殖場の分布等の状況を勘案して、(３)

に掲げる回収方法のみによることが困難な場合において実

施するものとする。 

３ 防除措置を実施するに当たっては、第２章第１節の情報図な

どを参考にし、それぞれの手法の特質と海洋環境への影響を総

合的に考慮して実施すること、できる限り海上での回収に努め

ること、また、海岸等に漂着させざるを得ない場合においても

その後の回収作業や、影響を受けた環境の修復が比較的容易と

想定される場所に誘導すること等に注意を払う必要がある。 

４ 排出油等が海岸等に漂着した場合、船舶所有者等の関係者に

より漂着した排出油等の除去のための措置が実施されることに

なるが、関係行政機関、地方公共団体等は、当該除去のための

措置の実施状況等を把握するとともに、迅速かつ効果的な防除

作業が実施されるよう、関係機関の出動可能勢力、当該防除作

業への支援体制等の情報を収集・整理し、船舶所有者等の関係

者に対し提供等を行うよう努める。 

関係行政機関、地方公共団体並びに港湾、漁港、河川及び海

岸の管理者等は、必要に応じ、協力して、漂着した排出油等の

除去のための措置を実施する。この場合において、必要な措置

を、地元住民、ボランティア等の協力を得て実施する機関等は、

第７節の健康安全管理のための体制整備のほか、円滑な防除作



業が実施されるよう必要な支援体制の整備に努める。 

５ 回収した油等(油等によって汚染されたものを含む。以下同

じ。)は、船舶所有者等の関係者による処理が実施されること

になるが、関係行政機関、地方公共団体等は、当該回収した油

等の量、処理作業の状況等を把握するとともに、適正かつ円滑

な処理が実施されるよう、関係業界団体等の協力を得て、回収

した油等の貯留・搬送に従事可能な貨物船・タンカー等、回収

した油等の処理施設・当該受入可能量等の情報を収集・整理し、

船舶所有者等の関係者に対し提供等を行うなど、必要な支援体

制の整備に努める。 

関係行政機関、地方公共団体等は、必要に応じ、回収した油

等の処理を実施する。 

６ 油等のうち、引火性や毒性を有するものが排出された場合に

は、特に以下の点に留意し、防除措置等を実施するものとする。 

(１)   火災・爆発、ガス中毒等の二次災害を防止するため、検

知器具を用いて危険範囲の確認、火気の使用制限等の危険

防止措置を講ずるものとする。 

(２)   排出された物質の特性に応じた保護具を装着させる等防

除作業に従事する者の安全確保に努めるものとする。 

(３)  海上保安庁は、排出された物質の種類及び性状、影響を

及ぼす範囲等に関する情報の把握に努め、入手した情報を

関係行政機関、関係地方公共団体等に速やかに提供するも

のとする。 

(４)  沿岸域において大規模な汚染事件が発生した場合には、

関係行政機関、地方公共団体等は、付近住民の生命及び身

体を保護するため、必要に応じ、災対法に定めるところに

従い、住民の避難等所要の措置を講ずるものとする。 

 



第６節 資機材等に関する情報の提供等 

海上保安庁は、第２章第１節の分野別専門家及び排出油等の防

除資機材に関する情報を、関係行政機関、地方公共団体等の要請

に応じて提供し得る体制を確保する。 

経済産業省は、第２章第４節の石油事業者団体等が行う整備事

業において、船舶所有者等の関係者等からの要請に応じて排出油

等の防除資機材に関する情報の提供及び排出油等の防除資機材等

の貸出しを行い得る体制を確保する。 

総務省は、通信機器を、関係業界団体の協力を得る等により、

必要に応じて又は関係行政機関、地方公共団体等の要請に応じて

供給し得る体制を確保する。 

 

第７節 防除作業実施者の健康安全管理 

厚生労働省及び環境省は、防除作業が実施される場合には、油

等の成分、漂着状況等を踏まえ、防除作業における健康又は安全

上の配慮事項について検討し、防除作業を実施する関係行政機関、

地方公共団体等に対し適切に情報を提供する。 

防除作業を実施する関係行政機関、地方公共団体等は、防除作

業を実施する者の健康及び安全上の配慮事項について関係者等及

び作業現場への周知を図るなど、健康安全管理のための体制整備

に努める。 

 

第８節 野生生物の救護の実施 

環境省は、油等汚染事件により野生生物に被害が発生した場合

には、排出油等が付着した野生生物の洗浄、排出油等付着に伴う

疾病の予防、回復までの飼育等野生生物の救護が、獣医師、関係

団体等の協力を得て円滑かつ適切に実施されるよう措置する。 

 



第９節 漁場保全対策等の実施 

水産庁は、油等汚染事件により漁場等に汚染が生ずるおそれが

ある場合、又は生じた場合には、必要に応じて排出油等の回収等

の保全、修復対策が円滑かつ適切に実施されるよう措置する。 

 

第 10 節 海上交通安全の確保及び危険防止措置 

油等汚染事件の発生により航路筋が閉そくされる等により現場

周辺の海域において船舶交通が混雑し、新たな海難が発生する危

険が生じ、あるいは、防除作業の円滑な実施の妨げとなる場合に

は、海上保安庁は、必要に応じ、海防法等に基づき、船舶の退去、

航行制限等の措置を講ずる。 

 

第 11 節 広報等 

船舶交通の安全の確保、付近住民の安全確保、防除作業の円滑

な実施等を図るため、関係行政機関、地方公共団体等は、それぞ

れ必要に応じ、他の関係行政機関、地方公共団体等と連絡調整を

図り、迅速かつ的確な広報を行うものとする。 

油等汚染事件が発生した場合には、同様の事件の発生の防止及

び一般的な油等汚染事件発生時の対応に関する知識の充実に資す

るため、関係行政機関、地方公共団体等は、当該事件の原因、汚

染の状況、講じた対策等についての状況を記録する。 

 

第 12 節 事後の監視等の実施 

関係行政機関、地方公共団体等は、前節までに定める措置が終

了した後においても、必要に応じ、相互の連携の下、環境影響調

査、財産の被害の調査等を実施する。特に、油等汚染事件による

沿岸域の生態系等環境への影響は、回復に長期間を要することが

あることから、水質、底質、野生生物等への影響の調査を段階的・



継続的に実施し、講じた措置の効果を検証する。また、関係行政

機関、地方公共団体等は、この結果を踏まえ、必要に応じて補完

的な対策を実施する。 

 

第４章 関係行政機関等の相互の連携等 

 

第１節 国家的な連携 

関係行政機関は、所掌事務及び関係法令に基づき、油等汚染事

件への準備及び対応のため必要な施策の総合的な企画及び推進、

関係法令の整備、調査研究の推進等を積極的に実施する。この場

合において、関係行政機関は、関係省庁連絡会議等を活用し、相

互に密接な連携を確保するよう努める。 

また、石油業界、海運業界、鉱山業界、化学業界その他の関係

業界団体は、その能力を活用し、油等汚染事件への準備及び対応

に関し、積極的に取り組むことが期待され、国は、これら関係者

を積極的に支援するとともに、これら関係者との連携の確保に努

める。さらに、必要に応じ、専門的な知見に基づく助言等を活用

するため、排出油等の防除の実施、海洋環境の保全等に関する専

門家との連携を図る。 

 

第２節 地域的な連携 

関係地方行政機関等は、所掌事務及び関係法令に基づき、第１

節の国家的な連携の下に推進される施策と密接な連携の下に、地

域の実情に応じた具体的な準備及び対応の施策を推進する。 

また、地方公共団体等、民間事業者その他の関係者は、関係法

令に基づく責務に応じ、又は自発的に、その能力を活用し、地域

の実情に応じた具体的な準備及び対応の施策を積極的に推進する

ことが期待される。 



この場合において、関係者は、排出油等の防除に関する協議会

等を活用し、相互に密接な連携を確保するよう努める。また、必

要に応じ、専門的な知見に基づく助言等を活用するため、排出油

等の防除の実施、海洋環境の保全等に関する専門家との連携を図

る。 

 

第５章 その他の事項 

 

第１節 調査研究、技術開発の推進 

関係行政機関は、油等汚染事件の防止並びに当該事件による排

出油等の防除及び海洋環境への影響の防止に関する調査研究、技

術開発を、必要に応じ、民間との連携を図りながら推進する。 

 

第２節 計画の見直し 

国は、この計画の見直しについて随時検討し、必要があると認

めるときは、見直しを行うものとする。 


